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北海道告示第７１４号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２２年１０月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び調達予定数量
平成２２年度下半期電波媒体道政広報実施業務（道政広報レギュラー番組・テレビ） ２４
回
２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２２年９月３０日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社電通北海道
� 住 所 札幌市中央区大通西５丁目１１－１
４ 随意契約に係る契約金額
� 番組を制作する業務 ３２０，０００円
� 番組を北海道放送（ＨＢＣ）に放送する業務 １８２，３２６円

� 番組を札幌テレビ（ＳＴＶ）に放送する業務 １８２，３２６円
� 番組を北海道テレビ放送（ＨＴＢ）に放送する業務 １８２，３２６円
� 番組を北海道文化放送（ｕｈｂ）に放送する業務 １８２，３２６円
� 番組をテレビ北海道（ＴＶｈ）に放送する業務 １４２，３２６円
� 番組をジュピターテレコム札幌メディアセンター（Ｊ：ＣＯＭ札幌）に放送する業務

８，０００円
� 番組を帯広シティケーブル（ＯＣＴＶ）に放送する業務 ４，０００円
� 番組を旭川ケーブルテレビ（旭川ＣＡＴＶ）に放送する業務 ３，１５０円
５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第１号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総合政策部知事室広報広聴課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第７１５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、清水町土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
平成２２年１０月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２２．８．１ 理 事 高 薄 渡 上川郡清水町南１０条９丁目１６番地１
同 同 同 安 曇 達 雄 同 清水町北１条２丁目１８番地
同 同 同 石 川 俊 一 同 清水町字清水第６線１００番地５
同 同 同 下 山 政 市 同 清水町字清水第４線４４番地
同 同 同 森 松 三 同 清水町字下佐幌西１線１２１番地７
同 同 同 武 田 良 民 同 清水町字人舞２番地
同 同 同 佐 藤 榮 同 清水町字上然別西２６線９番地６
同 同 同 宮 下 隆 男 同 清水町字熊牛７０番地５
同 同 同 若 原 義 雄 同 清水町字熊牛４１番地
同 同 同 田 中 敏 雄 同 清水町字美蔓西２３線１０５番地
同 同 同 青 木 	 同 清水町字御影北１線８７番地の３
同 同 同 中 村 勝 則 同 清水町字御影１９０番地
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就 任 平成２２．８．１ 理 事 山 田 均 上川郡清水町字羽帯南６線８５番地
同 同 同 竹 中 勝 同 清水町字旭山１６８番地
同 同 監 事 堀 俊 一 同 清水町字熊牛４４番地
同 同 同 富 田 春 市 同 清水町字旭山８２番地
同 同 同 渡 辺 範 雄 同 清水町御影東２条南２丁目４番地１
退 任 同 ２２．７．３１ 理 事 高 薄 渡 同 清水町南１０条９丁目１６番地１
同 同 同 安 曇 達 雄 同 清水町北１条２丁目１８番地
同 同 同 石 川 俊 一 同 清水町字清水第６線１００番地５
同 同 同 下 山 政 市 同 清水町字清水第４線４４番地
同 同 同 森 松 三 同 清水町字下佐幌西１線１２１番地７
同 同 同 武 田 良 民 同 清水町字人舞２番地
同 同 同 佐 藤 榮 同 清水町字上然別西２６線９番地６
同 同 同 宮 下 隆 男 同 清水町字熊牛７０番地５
同 同 同 若 原 義 雄 同 清水町字熊牛４１番地
同 同 同 田 中 敏 雄 同 清水町字美蔓西２３線１０５番地
同 同 同 青 木 	 同 清水町字御影北１線８７番地の３
同 同 同 中 村 勝 則 同 清水町字御影１９０番地
同 同 同 山 田 均 同 清水町字羽帯南６線８５番地
同 同 同 竹 中 勝 同 清水町字旭山１６８番地
同 同 監 事 堀 俊 一 同 清水町字熊牛４４番地
同 同 同 山 本 一 治 同 清水町字旭山２４番地
同 同 同 渡 辺 範 雄 同 清水町御影東２条南２丁目４番地１

北海道告示第７１６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（古
舞地区畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水施設、農業用道路、区画整理、暗
きょ排水、土層改良））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道十勝総合振興局に備え置いて、平成２２年１０月２７日から２０日間、一
般の縦覧に供する。
平成２２年１０月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第７１７号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２２年１０月２６日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 沙流郡日高町（国有林。次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び日高町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７１８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２２年１０月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
常呂郡佐呂間町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
佐呂間町（次の図に示す部分に限る。）

 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

常呂郡佐呂間町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 魚つき
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
佐呂間町（次の図に示す部分に限る。）

 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
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� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

常呂郡佐呂間町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道オホーツク
総合振興局産業振興部林務課及び佐呂間町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７１９号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２２年１０月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

稚内市（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び稚内市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７２０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道空知総合振興局札幌建設管理部に

備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２２年１０月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

道道 当別浜益港線 石狩郡当別町字青山奥３７７１番４地先から同郡
当別町字青山奥二番川２２９６番１地先まで

平成２２．１０．２６

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道石狩振興局告示第６号

貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２４条の６の４第１項の規定により、次の貸金業者の登

録を取り消したので、同法第２４条の６の８の規定により公告する。

平成２２年１０月２６日

北海道石狩振興局長 荒 川 剛

１� 住 所 札幌市中央区北６条西２５丁目２番５号

第７サカイビルヂング４Ｆ

� 商号又は名称 エス・エイチ・アイ・パートナーズ株式会社

� 氏 名 堺 一成

� 登 録 番 号 北海道知事�石第０２９１６号
� 登録取消年月日 平成２２年１０月１８日

２� 住 所 札幌市白石区平和通２丁目南６番３４号

エスカイア白石第二６０１号

� 商号又は名称 日本不動産ローン株式会社

� 氏 名 齊藤 健次

� 登 録 番 号 北海道知事�石第０３０２６号
� 登録取消年月日 平成２２年１０月１８日

北海道石狩振興局告示第７号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

平成２２年１０月２６日

北海道石狩振興局長 荒 川 剛

１ 落札に係る物品等の名称及び数量
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貨物兼乗用自動車 １台
（貨物兼乗用自動車１台と交換）

２ 落札を決定した日
平成２２年８月１９日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 北海道日産自動車株式会社
� 住 所 札幌市中央区北３条東４丁目５番地１
４ 落札金額
１，１４１，３５０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２２年７月６日付け北海道石狩振興局告示第５号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道石狩振興局地域政策部総務課
� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目
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